
令和７年度第３回松本市環境審議会 議事録 

 

日時：令和７年９月２６日（金） 午後１０時から正午まで 

 

会場：松本市立博物館 講堂、オンライン会議システムＺＯＯＭ 

 

内容：協議事項 第４次松本市環境基本計画の見直しについて 

松本市生物多様性地域戦略の見直しについて 

報告事項 家庭系ごみの排出量に応じた費用負担制度検討専門部会の検討状況

について 

脱炭素先行地域に係る指定の辞退について 

 

出席者：（委員）野見山委員、野村委員、茅野委員、中澤委員、宮澤委員、中野委員、

香山委員、平林委員、髙橋委員、平沢委員※、本間委員、宮﨑委員、小川委員、渡辺

委員、佐々木委員、吉村委員 

（事務局）宮尾環境エネルギー部長 

〈環境・地域エネルギー課〉鈴木課長、太田課長補佐、笠原課長補佐、金井主査、川

嶋主任、加藤主事、新井事務員 

〈環境保全課〉花村課長、長岩課長補佐、下田係長、上原係長 

〈森林環境課〉藤牧課長 

〈環境業務課〉林課長、棚橋課長補佐、長巾課長補佐、大野主任 

〈廃棄物対策課〉百瀬課長                     

※オンライン出席者 

 

欠席者：（委員）上條委員、伊藤委員、野川委員、石井委員 

 

１ 開会（司会：環境・地域エネルギー課長） 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

４ 閉会 

 

（会長） 

それでは協議に入りたいと思います。まずは協議事項ア「第 4次松本市環境基本計

画の見直しについて」ご説明をお願いします。 

第 4次松本市環境基本計画の見直しについて 



（会長） 

説明ありがとうございました。何かご質問ご意見ございましたらお願いします。委

員お願いします。 

 

（委員） 

第 3の柱の、廃棄物の適正処理の推進についてお伺いしたいと思います。これ 5年

前に計画を策定したときには、ちょうど松本市が中核市になったばかりということ

で、実は廃棄物については産廃の権限は県から移譲された時期だったかと思います。

ということで、多分あまり産廃に関するものは盛り込めていない。文言がちょっと増

えてるくらいですね。ただあれから 4年たってこれの中間見直しということになるの

で、産業廃棄物に関する取り組みとか、関与しているのは当然深めていく必要があり

ますし、そういった面では権限移譲されて 4 年経って、実際に現状認識として市はど

う考えていらっしゃるのか。新たな重点取り組みとか指標とか入れる必要がないと

か、その辺について。 

というのは、生活実感としては、市の例えば山沿などを歩いたりしていると、結構

いろんなごみの山があったり、もちろん法的にきちんとやってるところもあるでしょ

うけれども、それは一般市民にはわからないですよね。ただなんかいろいろ増えてい

る。ただ民間では最終処分場は松本市内ではないので、基本的には中間処理なんです

ね。業者さんに委託する。ですから、増えていること自体がおかしいので、そういう

ことも含めて産廃について、権限移譲されて 4年間、市はどのように認識してどのよ

うに見て、どう考えてるのか何か入れる方法がないのか。その辺についてお伺いした

いと思います。 

 

（廃棄物対策課長） 

今、委員のおっしゃられた通りのことも確かにございます。令和 3 年に松本市が県

から事務等を移譲した中で、どのように取り組んでいくかっていうことも、産業廃棄

物になると民間の個人の事業者さんも込みになりますので、どういったことが入れら

れるかということを少し揉んで、取り組むものがありましたら入れていければという

ふうに考えております。 

 



（会長） 

よろしくお願いいたします。その他、何かございますでしょうか？はい、お願いし

ます。 

 

（委員） 

SDGs の目標達成年でもある 2030 年に向けた中間評価でありますので、こうしたロ

ーカルアジェンダがきちんと機能しているかとの評価は、重要なタイミングと思いま

してお伺いしておりました。個別の目標に向けてどうするのかが指標から読み取りや

すいものと、読み取れないようなものがありまして、例えば生物多様性については確

実に、上を向いているのか下を向いているのか、見えにくく思います。モニタリング

の場所をどうするのかというところについて、場所を 1ヶ所見るとの数値があります

けれども、どのように見るのか、またどうしていきたいのかについては、例えば、希

少種がどれぐらいの数量で残っている状態にしたいというような、ある程度ここにザ

クッと書かれている中に詳しい数量的な目標が欲しく、あるのかどうか、伺いたい項

目がいくつかあります。代表的なものは生物多様性でございますが、まず質問させて

いただいてよろしいでしょうか？ 

 

（会長） 

お願いします。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

まず生物多様性の希少種の関係ですが、具体的に地域全体の希少種の把握というの

は進んでいない状況です。モニタリング調査等を含めまして、モニタリングサイトに

おける変化というものを今見てるという状況です。それに対して、在野でご活躍いた

だいている環境保全団体の方々からご意見をいただいています。特に森林化が進んで

いるような形で生物多様性が多く失われているのではないかということも含めて、や

はり生物多様性の地元希少種の状況というのを把握するべきではないかというふうな

ご意見をいただいているところです。 

今庁内でどういうふうに把握をすべきかというところで、今検討している最中でご



ざいます。当然予算も絡むことではありますが、そこも含めてこの次の協議事項、生

物多様性戦略の改訂も含めてですけれども、今後 5年の中でそういったものを把握し

ていく、そういう取組みを進めていきたいと思っている状況でして、まだ把握できて

ないという中で、委員のおっしゃる目標値の設定は今の段階では難しいと考えている

のが実情です。 

 

（委員） 

ありがとうございます。おそらく、環境問題については多くの数値が分からないの

で、まだ具体的な数量目標が作りにくいというお話、よく説明はわかりました。その

上で、とはいえ今後もずっとモニタリングしているわけにもいかないと思いますの

で、有効計測というのもあって、おそらくそうだろうという想定で政策を打っていく

考え方も環境問題の解決にはありますので、今森林化が進んでいって草地がなくなっ

ているから、例えば蝶などの草原性の生き物が減っているとか、それはスキー場の維

持ですとか、それから農地・田畑の維持みたいなところに連携しているという想像が

つくのであれば、そこを何かいくつか具体的なアクションに結びつけていくというの

は有効なのではと思います。 

もう一つコメントさせていただきたいのですが、ゼロカーボンのところや「水辺と

の親しみ」で、いろいろなところに環境学習「ふれあう」というところで、数値目標

が書かれていますが、「松本市小中学校環境教育支援事業」、「トライやるエコスクー

ル」など、実績としてそれぞれの学校教育や社会教育等という枠組みでの活動は様々

なものがあります。例えば水辺のふれあいのことについては、例えば「川で学ぶ」と

いう学習だと何件行われているのかとか、ゼロカーボンに関しては、CO2 削減もそう

ですし省エネもそうですし、代替エネルギーの取り組みに関する学習が何件行われて

いるのかとか、行われているものを分析する話なので、施策ごとに分けて、それがど

うだったかという評価にされた方が良いです。全体では 150 件という中身が一体どこ

にどう附属しているのかを、丁寧にしていただけるとありがたいです。以上です。 

 

 

 (会長) 

ありがとうございました。その他、何かございますでしょうか？委員お願いしま



す。 

 

(委員) 

重点施策の 1-1 のエネルギー地産地消の話と、あと関連するのは 1-3 のグリーンな

経済システムの構築というところがございます。個別の事業は追加されたものも含め

て、大変いい取り組みだと思うんですけれども、再生可能エネルギーも徐々に普及し

てきて、これから本格的な普及期になろうとしてるわけなんですけども、そうしたと

きに、経済的に言ったら競争相手は化石燃料なんですね。化石燃料の問題は、地球環

境に対価を十分に払ってないだとか、全世界にサプライチェーンが張り巡らされてい

るとか、そういうことで個別にいろいろやってもなかなか勝てない。ですから地産地

消についても、サプライチェーンという視点からもう少し突っ込んだ方がいい気がし

ます。例えば今回の地域エネルギー会社ができたので、電力主体かもしれないんです

けどサプライチェーンに寄与するものだと思うんですけど、電力だけではなくて、例

えば地域ですと、バイオマスの活用みたいなものがあるわけですけれども、それも項

目では触れていないけれど、サプライチェーンがないと、バイオマス生産するところ

は間伐したりとか。生産するところ、流通させるところ、使うところ、薪ストーブと

かいろいろあると思うんですけど、やっぱりサプライチェーンを行政としてもサポー

トしていかないと、なかなかこれ以上の普及を進めるのは難しいのかなということ

で、そういった視点から、項目に挙げるかどうかは別として、前文でちょっと触れる

などしてサプライチェーンの話を少し挙げて、こういう効果があるんだよとか、ここ

は重点に置きたいんだよとか、こうしていかなきゃいけないんだよとか、いわゆるグ

ローバルな石油産業のサプライチェーンに対抗する地域としての最良のサプライチェ

ーンはこうあるべきだし、こうしていかなきゃいけない、だからこの事業はあるんだ

よとか。そんな感じで触れていただけたらいいのかな、という意見です。 

 

(環境・地域エネルギー課長) 

ありがとうございます、まさにおっしゃる通りだと思います。ただサプライチェー

ンをいきなり構築するというのもかなり厳しい話だというふうにも理解しています。

そのために MZCC という枠組みを作って、徐々に地元の皆さんでそういったものが作れ

る、太陽光も他の遠くの事業者がやるんではなくて、地元の事業者が工事までする、

PPA のような 0円でも導入できるような枠組みを地域の事業者がやっていく、そうい



うようなことを支援する枠組みがようやくできて、動き始めているという中で、2030

年にどう展開していくのかという視点で、文章の方を見直してまいりたいと思いま

す。 

 

(会長) 

よろしいですか。ありがとうございました。委員お願いします。 

 

(委員) 

この中に、松本城について書かれた箇所がございます。今、大規模な工事が行われ

ていて、これから外堀など復元するなど水辺が増えると思うんですけど、それについ

て何か、まだ全部読みきれていないんですが、言及したところはございますでしょう

か。 

 

(会長) 

お願いします。 

 

(環境・地域エネルギー課長) 

今のところ松本城の整備の取り組みに関して、この中で記載はしていないです。む

しろどういう視点で、例えば、生物多様性の観点であるとか、景観の面であるとか、

どういった点で、環境基本計画では取り扱うべきかっていうことをご意見いただける

と非常に助かります。 

 

(委員) 

おそらく今、温暖化も進んでますし、これからアメリカザリガニやアカミミガメが

増えたりする可能性がすごく高いと思っています。実際にそれがいるかもしれない、

ザリガニに関してはすでにもう侵入して定着しているらしいと。今、鯉がたくさんい

ますけれども、その鯉の数を調整することも私自身は大切だと思っておりますし、



今、浚渫にすごく力を入れていらっしゃる、すごく高額な金額がかかっていると思う

んですけど、ヘドロが溜まる背景の一つとして、鯉の存在っていうのは大きいはず

で、全部駆除するとかそういうことは私自身考えていないんですが、生態系ケア、堀

の中の生態系に注目することによって、より管理を簡便にして、指定景観を良くする

っていうことが可能じゃないかなと思っております。もしも今後、ないとは思うんで

すけれども、あそこにブラックバスであるとか、ブルーギルであるとか、今いないん

ですけども、そういうものが放たれてしまったとときに迅速に対処しなければ、本当

に大変なことになってしまうんですよね。なので、今は大丈夫、でも今の生物的な環

境を維持するっていう意味でも、環境部の方でちょっと関心を持っていただけるとい

いかなと思っております。私、今年の 7月に実習でお堀て生物を採集する調査をさせ

ていただいたんですけども、そのときにモツモという小さな魚がたくさん採れるんで

すね。モツモ自身は実は国内外来種なので、別に守るべき対象ではないんですが、モ

ツモがいるっていうことは、ブラックバスがいないっていうことなんですね。魚食性

の魚が入ってしまったとしたらそういう小さな魚であるとか、エビは全部なくなって

しまうんですよね。そういう意味で、まだ他県あるいは都心部に比べると、救いのあ

る環境になってるということで、ちょっと関心を持っていただけると嬉しいなと。こ

れから水域が増えるということであれば、なおさらと思います。 

 

(会長) 

お願いします。 

 

(環境・地域エネルギー課長) 

ご意見ありがとうございます。一度事務局の方で検討したいと思います。中に入れ

るべきかどうかというと、どういう環境を目指すべきかというところがまだ定まって

ない中で、ここに入れ込むのが適切かどうかっていうところも含めて、持ち帰って検

討していきたいと思います。 

 

(会長) 

その他いかがでしょうか？お願いします。 



 

(委員) 

私から 2つあります。1つが別添の 5ページの 1-1-1-0 のゼロカーボンアクション

プランですけど、私自身気候市民会議の傍聴していて、この市民アクションプランが

新規で入ってとても嬉しく思いました。市民アクションプランについてにつ質問なん

ですけど、1 つが②の相談窓口の設立、事務局体制どんな感じになるのか興味があっ

て確認したいのと、2つ目が、①の周知の拡大のところで、これせっかく市民で自分

事として考えようっていう市民アクションだと思うので、もちろん行政が SNS とか各

地街の中で周知するのがもちろん大事なのは大前提なんですけど、市民自身が周知し

てもらえるような仕組み作りができたらいいなって思って、例えばその市民自身が松

本で市民アクションがあるんだよ、と、私達が動いていこうよみたいなのを SNS で発

信していこうとか、この事務局体制とも繋がるんですけど、例えば事務局が、市民も

事務局の一部というか、サポーターとか、体制がよく分からないんですけど、市民が

関われるところがあれば、例えばもう SNS を市民が運営を任せちゃうとか、斬新的な

部分も取り入れてもいいのかなって思ってます。何が言いたいのかというと、結局市

役所が頑張って動いちゃうと、結局、なんか市役所がやってることなのね、で終わっ

ちゃうので、それだと本来の意義ではなく、市民がアクションしていくことをもっと

広めたいのであれば市民自身が周知できるような形であれば嬉しいなと思いました。 

 

(会長) 

お願いします。 

 

(環境・地域エネルギー課長) 

まず市の立場として、重点施策の方に書かせていただきましたし、今のところで、

市民アクションプランの重要性について書かせていただいております。私どもがやり

たいのは委員のおっしゃる通り、市民運動化です。市役所が前に出れば出るほど、や

はりやらされてる感が出てしまうということがありますので、できるだけ市民の皆さ

ん、事業者さんにも前に出ていただいて取り組んでいただく、それを市としてもきち

んとサポートするという形をとりたいと思っております。その上でまず相談体制につ

いては、今まさに検討してる最中です。できれば来年度から、実際に相談が受け付け



られるような形にしたいなということで、今、課内で検討している最中です。それも

市だけで検討しているわけではなくて、信州大学もそうですし、MZCC という枠組みを

通して事業者さんにもきちんと関わっていただきながら、具体的にアクションを起こ

すときに、地元の事業者さんがきちんと対応してくれる、そこにきちんと仕事が生ま

れる、そういう形で進めるようにしたいなと思ってます。いきなりはできないと思い

ますが、徐々にそういう形になるようにと考えを持っています。 

2 点目の周知拡大については先ほど述べた通りです。私どものイメージとしては

3010 運動という市民運動化ができたであろう、そういう動きがお手本になるのかなと

思っています。あれもやはり市役所も周知をしましたが、皆さん取り組んでいただき

ましたし、分かりやすいことが大前提だと思います。その分かりやすさというものを

今、松本市の中でいろいろ作りながら、どう展開していこうかというところを練って

います。そういった中で市民運動化をしながら、ぜひ皆さんと一緒にやっていきた

い。いろんなところでやれるところがあると思います。ゼロカーボンに限らずアクシ

ョンプランの中身で、結構、多岐に渡る内容ですので、そういったところを今、市役

所の内部も全庁挙げて全部の部が絡むような形で、アクションプランの 50 の項目につ

いてどう進めるかと検討している最中です。そこに加担する形で進められればと考え

ております。 

 

(会長) 

委員なにかコメントありますか。 

 

(委員) 

今環境・地域エネルギー課長からお話ありましたけれども、この数ヶ月間、市民ア

クションプランができましてからの市役所内での検討を仄聞しておりますと、50 のア

クションプランに対して全て推進を担当する、それを市民ができるようにするという

形で支える担当課、担当部局を貼り付けているというようなことまでお聞きをしてお

りまして、かなり画期的だと思いますし、取り組み項目 1-1-3、資料事前に拝見いた

しましたが、市民運動化というところを市役所が、わざわざこういう言葉を使うって

こと自体がものすごく進歩的だなと感じております。それで、市民の皆さんにもいろ

んな層がありまして、興味はあるけれども何からやったらいいのかがわからないとい

う方から、その方々には背中を押す、具体的な後押しをしたいと思っておりますし、



そもそも自分が何でやらなければいけないのかということが腹落ちされておられない

市民の方々には、やっぱりこれは新しい地域、松本を作る、長野県を作る、日本を、

地球を作るといった動きなんだ、ということをいろんな形で大なり小なり対応を重ね

ながら、この半年間信濃毎日新聞の方にも毎月コラムを書いてあるんですけれども、8

月にも松本でこういった動きがあるということはご紹介いたしましたが、様々な層に

対して働きかけをしていくという機構のあり方を今、検討を続けているところでござ

います。3010 運動の話がありましたけれども、もう一点、長野県の県庁とも話し合っ

てることとしては、長野県はいわゆる減塩運動というのがあって、それによって健康

長寿というのを達成した。その県民運動の歴史は 1980 年頃、全県的な減塩運動をやっ

ていこうということで、それまでは、脳卒中で亡くなる方が多かったり、心筋梗塞や

高血圧が問題としてあったわけですけども、それを克服したというのが 40 数年前の歴

史からさかのぼると今に至るまであるわけです。そういった県民運動、市民運動とい

うのを広げていく素地がこの地域にはあると思いますので、ぜひ、環境審議会の皆様

にもその主体になっていただけると大変ありがたい、心強いというふうに思っており

ます。 

 

(会長) 

委員いかがですか。 

 

(委員) 

環境・地域エネルギー課長、委員の補足説明どうもありがとうございました。市民

アクションぜひみんなでできたらいいなって思ってます。もう一点の方が、薄い資料

の方の第 4の柱の上から 3番目ですね。日本シカ駆除の実施率の部分なんですけど、

前からの会議で、率じゃなくて頭がいいねっていうお話があり、頭になったのがいい

なって思いました。しかし、やっぱりシカを駆除することが目的とならない、シカが

増えてしまって森の多様性だったりとか動物のバランスだったりとか、すいません専

門家じゃないので私はわからないんですけど、どうして日本シカを駆除するんだっけ

っていうところ、人と動物が暮らしやすくするための頭数のバランスだったりとかそ

ういうところが一番大事だと思うので、例えばなんですけど、シカが 100 と駆除され

ました、Ａランク、というのが目的とならないように、駆除するのが目的でなく、駆

除することによって人と動物と自然のバランスが良くなって、みんながハッピーにな



れることが目指したい姿なので、そこを一番忘れないように考えながら、シカの駆除

が目的とならないように今後もしていただけたらなって思いました。 

 

(森林環境課長) 

今委員がおっしゃられた通りで、我々としても駆除前提ことではなくて、当然これ

は農業被害が非常に多いということで、温暖化の影響でシカの生息域が広がっている

という状況から、里山に降りてくるというところであります。その対策として、防護

柵をずっと縦断的に設置をしているわけですが、それでもどうしても河川のエリなど

から畑の方に入ってきて農作物を食べるという被害が非常に増えているということで

ありますので、その辺も踏まえながら、松本市では松本市鳥獣被害防止計画というも

のが計画されています。その中で個体数をある程度調整をしていかないと被害が広が

るということがありますので、それを 3年ごとに見直しておりますので、そういった

計画に基づいて頭数を調整しながらやっていきたいと考えておりますので、ご理解い

ただければと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。お願いします。 

 

（委員） 

森林に関わることなんですけれども大体、環境の視点だけでなくて、林業が低調な

ので間伐率が低くて達成できてないっていうことを、今回の資料にも出ていますけれ

ども、日本全体の状況を見ますと、実は間伐が遅れてるというフェーズはもう既にお

おむね終わっていて、むしろ過剰の伐採が起こってるという状況が実は多いんです

ね。長野県は佐久地方でカラマツが非常によく売れるので、どんどん伐られていっ

て、それに対する再造林やっていないっていう状況があります。 

例えば、ウッドショックのときに輸入できなくなって、おそらく需要は急に上がっ

たんですが、ほとんどの地域では間に合わなくて、伐採を増やすことができなかった

んですが、少し遅れて九州とか東北とかそういう地域で集中的な伐採が起こってい

て、実は森林法に違反することはないという前提で動いてるんですが、例えば森林法



の規定によって再造林をしなきゃいけないということになっていてですね、これも実

質再造林率が 30%ぐらいで、では 70%の植えてない山に対して、何か罰則があるかって

いうと、実は非常に緩いですね。その辺が問題で、行政として、再造林なり、適切な

森林整備の勧告って法律には書いてあるんですが、それが実効性を持ってされること

はほとんどないんです。これは日本の林業がこの 30 年間ずっと低調だったので、ある

意味では環境に対する配慮が発揮されてこなかったんですが、林業の持ってる破壊力

って実はすごいものでして、そういう点でいうと今の想定で間伐が遅れてるっていう

ことだけにずっと見ていると、思わないことも起こりかねないので、その辺がおそら

く森林環境課って視点でいくと、基本的には今回森林ビジョンを作りましたけれど

も、林業を振興していけばいいなって、どうしても林業論として私そういう視点にな

りがちなんですが、一歩間違えばものすごい悪影響を持つと。 

特に気をつけなければいけないのは、木質バイオマスというのがずいぶん推進され

ていますが、実はもう国際的にはこれはカーボンニュートラルではない。むしろ集中

的に伐採することによって炭素の蓄積を下げてしまうんですから、それを回復するの

に 50 年たったら、それこそゼロカーボンの目標には遥かに届かない、50 年後にはも

しかしたら間に合うかも知れない、そういうことにもなってしまいますので、それに

対する指定というのをちょっと強化していただきたいと思います。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございました。委員の皆さんよろしいですか。では短めに。 

 

（委員） 

森林に対して私の個人的な意見なんですけど、長野県から緑がなくなったら何が残

るんだろうかっていつも思うんですよね。すごく大切な森林だと思うので、ぜひ大切

に運用活用してほしいなと思いました。 

 

（会長） 

ありがとうございました。はい。 

 



（森林環境課長） 

ありがとうございます。今のお話その通りでございまして、当然伐採によって緑が

なくなったり森林の面積がなくなるということは非常によくないという状況でもあり

ますし、災害の起こる危険性も高まってくるという状況になりますので、我々として

は、今度見直しする目標のところに、間伐だけではなく森林造成事業という形の中

で、循環型森林、森林を育てて伐る、という循環をしていきながら整備をしていくと

いうことで、目標値についても、今現状は実績 120 ヘクタールに対して現状を維持し

ていくという形の中で、森林や林業も進めていくということの指標にさせていただこ

うということで、変更をさせていただきたいということでありますので、一応目標に

ついても、今の現状維持というような形の中で緑を守っていきたいと考えてますので

よろしくお願いします。 

 

（会長） 

ありがとうございました。それでは続きまして協議事項イ、松本市生物多様性地域

戦略の見直しについて事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

松本市生物多様性地域戦略の見直しについて 

 

（会長） 

ご説明ありがとうございました。何か委員の皆様からご質問ご意見等ございました

らお願いいたします。 

 

（委員） 

森林環境のことについての市民の参加、ということで、企業との協同でやるという

流れで来ていて、それは続けていくのは当然なんですが、松本市の長期森林ビジョン

というのが策定されまして、これを運営していくための市民団体が新しく再組織され

たというか、市の委嘱という形ではなくて、市で設立した市民団体で森林環境譲与税

を財源とした活動をやってますけれども、これは新しい形の森林活動ですね。森林と

市民の活動っていうと、どちらかというと現場型で、里山整備しましょうとか、そう



いうことが多く言われてるんですがやはり、松本市全体として市民の森林に対する意

識を持っていこう、そのために新しくビジョンができたしそれを運営するための新し

い団体ができてますので、これをどのようにプロモートしていくか。今のところの財

源として森林環境譲与税とかもある中でやってますけども、それだけではないかと。

それはあくまでも林野の方からですが、環境全体としての森林という考えた時に、市

民活動というのは現場のフィールドだけではなくて、特に市街地、森林に距離感ある

人たちもどうやって関わっていくか、そういうことというのはおそらく今まで来られ

たような里山の整備のようなだけだと届かないっていうのが、そこがまさしく新しい

ビジョンを進めていく素地としてありますので、これ何らかの形で環境全体ですよ

ね、森林のことっていうのはやはり環境部の課題として少し意識して今後考えていっ

ていただけたらいいかなと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございます。お願いします。 

 

（森林環境課長） 

ありがとうございます。今新しいビジョンに向かって進めているというところです

が、今回、ご提案させていただいた部分については、今までやってた里山整備事業、

企業の方々が宣伝だったり、色々の目的で整備をしたいということでできたものを、

松本の森林を活用して色々な事業をやっていただいてるというところですから、これ

は引き続きやっていきますが、ここを指標として、増やしていくか、減らしていくか

っていうところではなく、増やしたから良い、減らしたから良くないとか、そういう

ような議論になるものではないというところから、今回削除をお願いをするものでご

ざいます。それで今、委員もおっしゃられた新しいビジョンに向かってそういった市

民参加型の事業を今やってることも踏まえて、そういったものを指標に加えていくと

いうことについては今後検討する必要があるかなと考えております。以上です。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。お願いします。 



 

（委員） 

希少種保護活動への支援箇所数が 6ヶ所という点についてなんですけども、これま

でも、意見を言ってくればよかったかなと思って反省はするんですが、支援箇所が 1

ヶ所であった場合に、やはり市内にたくさん保全団体がある中で、他の方たちがどう

いうふうに感じるかなというのをですねちょっと気にしてしまうところです。ゴマシ

ジミを保護対象にするのは理由がしっかりしてると思うんですけども、希少だから大

切って言えば皆さん一般的には思うと思うんですが、私自身はそう考えてなくて、ど

んな在来種も平等に大切だという考えが本来生物多様性の保全だと思っております。

なので自然、あるいは大切な松本の生き物に関心を持ってる人たち全ては無理だけど

も、平等に支援するという姿勢が大切かなとそういう仕組みを作ることも大切かなと

思っています。 

特にこういう希少生物を守るというのは、聞こえはいいんですけども、社会的な

優先順位としては常に低いです。いつも後回しにされてしまって、結局ボランティア

精神で関心ある人たちがやるというのが現状ですけども、そういったときに、やはり

絶滅危惧種であるからとか、かわいいからとか、綺麗であるから哺乳類だから、そう

いうものばかりが注目されてしまって、それ以外の生物の注目がなかなか集まらな

い。個人的にはそこを底上げすることが、すごく日本全体の生物多様性保全に関する

取り組みに向けて大切なことだと思っています。というわけでもう少し幅広い支援が

できるようにしていただきたい。でないと、今頑張ってらっしゃるそのボランティア

精神で頑張ってらっしゃる方々の思惟を失う、損なうことに繋がる可能性があるかな

と感じました。 

 

（会長） 

ありがとうございます。お願いします。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

ご意見ありがとうございます。まさに今環境保護団体の方々とお話してるところで

す。この 1ヶ所っていうのは、少なくとも 1 ヶ所は同じやり方でずっと継続していき

ましょうという意味での 1ヶ所です。これがモニタリングをしますし、調査もします



し、ここに入って環境教育をしたりとか、フルスペックの支援ということです。この

規模この質でのものを全てのところでやるというのは、なかなかできないところがあ

ります。ただ、環境保護団体の方々が高齢化していって回らないとか、もう少しこう

いうことしたいんだけど、もう手に負えないみたいなところがあるかとか、そこに対

する支援を指標に入れるかというところも、一つ考え方としてあると思うんですが、

今のところ大前提として、基本的には指標項目は継続をする、計画の見直しですの

で、指標国目の考え方は基本的に見直さないっていう立場で、というふうに記載をし

ています。委員からそういうご意見いただきましたので、ではどういうことが考えら

れるのかというのを、整理をした上でまだ 1 でいくのか、それとももう少し文言を変

えて、支援数を増やすようなものにしていくのか、そこを考えさせていただければと

思います。 

 

（会長） 

その他いかがでしょう。お願いします。 

 

（委員） 

ご説明ありがとうございました。私の方から 2点ご質問兼コメントがありまして 1

点目が、指標の 6の市民参加で市民参加型環境調査にも参加人数というところで、

LINE を導入したら訪問者数が急増したということでこれも本当に素晴らしいと思って

います。その上で、これ現時点でカエルとかトンボという、どちらかというと生物多

様性に近いところを図るためのラインでの調査だと思うというふうに理解してるんで

すけども、ぜひここに外来種駆除という観点でも入れていただければと思っておりま

して、これも先ほど委員の方から、生物多様性のモニタリングを今後より一層強化し

ていく必要性がありますよねっていうお話あったと思うんですが、やっぱりどうして

も広範囲にわたるモニタリングってなると、なかなか行政だけが全てをまかなうっと

いうのは厳しいと思っています。なので先ほどゼロカーボンアクションプランにどん

どん市民運動を取り入れていこうという話があったと思うんですけれども、生物多様

性とも表裏一体だと思うんですけど、外来種の侵入対策といったところでも、ぜひ市

民の方たちが自分たちで、カエルとかトンボとかもしかしたら子供たちが楽しんでや

ってくれているところもあるかなと思うんですが、そういった身近な環境に関心をつ

ってことのきっかけ作りとして、ぜひ取り入れていただけたら嬉しいなと思います



し、本当に身近に、以前よりも外来種っぽいの増えたね、みたいなそれぐらいで多分

いいと思うんですよね。それを写真で撮って位置情報を添付して、報告していく。そ

ういったものの積み重ねがゆくゆくは、より少し精度が度が低いかもしれないんです

けれども、広範囲な情報を集めていく、それを経年で追っていけるようなものになっ

ていったりしないかなという、ちょっとジャストアイディアに近いとこあるんですけ

ど、お伝えをさせていただきます。 

もう 1点が、8の伝統野菜の作付面積のところなんですけども、これ学校給食でも

自分の食材の使用率というのを判断して指標として採用するということで、地元食材

イコール伝統野菜ではないと理解をしています。私があんまり農業の話がないので詳

細はわかってないんですけども、結構農家さんによってはより高く売れる作物に転作

といいますか、変更していってしまっているケースがあるというお話も聞いていま

す。ただ一方でやっぱりこの土地でしか取れない伝統野菜というのは引き続き、守っ

ていく継承していく必要性が非常に高いかなと思っておりまして、今回その指標を変

えられるというところで、伝統野菜がどれくらい地域内で作付されているのかという

のを把握していく方法とか、それに対する取り組みを考えられているのかというとこ

ろをお伺いしたいです。 

 

（会長） 

お願いします。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

ありがとうございます。まず市民参加の件で、外来種駆除を LINE 調査でということ

ですが、実際は既にやっています。これに関してトンボやカエルとは別枠で進めてい

るものです。特に外来種駆除を町会にお願いをしながら、やってる部分もあります

が、やはり町会の機能自体も、コロナ禍以降なかなか参加してくださる数が進んでい

かない、もう手に負えないというような状況にも当然なっています。町会への参加率

自体も減ってる、そういう環境の中で、やはりそれだけに頼らない仕組みが大事で、

そういう意味で試行的に LINE を活用して見かけたら報告くださいということは具体的

にやっています。ではそれをどういうふうに次に繋げるのかっていうところを今次の

展開について検討しているところです。 



また伝統野菜についてですが、おっしゃる通りだとは思います。ただ、この資源と

しての利用という項目の中でということになります。農林業の観点では大事な視点で

はあります。でも生物多様性という視点に立ってみたときにも大事な視点ではありま

すけれども、なかなかそこまで市役所もしくは役所の中で調査できないという状況の

中で、指標を立てるというのは厳しいところではあると思うんですけど、注意はして

いく必要があるかと思いますが、指標としてこれを置くというのは今回はなしにした

いという意味で提案をさせていただいております。 

 

（会長） 

ありがとうございます。はい。 

 

（委員） 

1 点目に関しては既にしていただいているということで承知しました。2点目に関し

ても、指標としては難しいということで意図は理解したんですが、しかし担当が環境

政策ではなく農林政策の方に当たるのかもしれないんですが、ぜひどこかでフォロー

していっていただけると非常に。もしかしたら、観光分野なのかもしれないですし、

どこでもいいと思うんですけれども、途絶えないようにっていうところで力を入れて

いただけるといいのかなと思いました。ありがとうございます。 

 

（会長） 

市民参加の環境調査は、以前委員をされてた委員が講師でのご経験からご提案され

てスタートしたのですけども、かなり定着してきた感じですよね。この毎年違うって

いうのも一つなんですけども、同時にやるとなかなか大変だろうということもあっ

て、今こういうふうにやってますけども、今後いろいろ発展的に活用できればいいで

すね。それでは委員お願いします。 

 

（委員） 

私の方からは 5番の生物多様性環境学習講座の実施および、7番の環境学習につい

てコメントさせていただきたいんですけれども、こちら評価基準が「件／年」で 150



件という形になっていて、講座学習に対してどちらかというと、どれだけの人に影響

を与えたかっていう方が大事になってくるのかなというふうに思っておりまして、学

習という場合においてはどれぐらいの人が参加されたかっていうところが、影響を与

えるような表示になってくるのかなというふうに考えています。 

それに付随する形ですけれども、今回そういう環境学習講座という形になると、ス

ポット的な開催になるのかなと思っていますが、最も理想的であれば、恒常的に情報

発信するのが良いのかなと思っています。他地域の例にはなりますが、例えば博物館

等を用いまして、こういうモニタリング情報を常に公開する、学術分野で公開するみ

たいなことはやっている地域もあります。非常に自分が参加したものが、そういうと

ころで出ていること自体が嬉しいこともありますし、そこを見に行くことで自分自身

の興味関心にもなるのかなと思った部分もあるので、そういったどういうどれだけの

人数に影響を与えるかっていうことを指標にする上で、恒常的にどこかで情報発信す

るっていうのは大事なのかなと思うので、この「件」を指標とされていることについ

て、少しお聞きできればなと思っております。 

 

（会長） 

お願いします。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

これについても計画を立てたときからの指標ということにもなりますので、その形

で今まできました。確かに人数で把握するというのも一つかなというふうに思います

が、件数という観点から見ると、学習の多様性という意味で評価もできるかなと思い

ます。その辺も含めましてちょっと内部で検討させていただければというふうに思い

ます。 

 

（会長） 

その他いかがですか。お願いします。 

 

（委員） 



先ほども申し上げました通り、私も 150 件は、様々な学習内容だと理解しておりま

すので、生物多様性に帰するものをチョイスしていくっていうのが重要な視点と思い

ました。それでは私から質問ですけれども、生物多様性戦略を市町村で持っていると

ころは本当に全国でも少なくて、AI で調べたので正しいか不明ですが、3%って出まし

た。都道府県ですと 8割方ですが、それを 9 年前の 10 年になろうとしている松本市が

掲げたというのはすごく大きなことだったと思います。3000m の方から標高が低い 500

ｍとかっていうところなど、幅広い標高の気候区分の中に多様な生物が従来あるか

ら、ホットスポット中のホットスポットっていうような表現をしていますので、この

ムーブメントの機運が落ちているなというのが気になっているところでした。松本市

はパワーのある自治体だから、当時策定をしたというところの初心を、こういった中

間評価の時にもう一度立ち返って、どうしたらもう一度ムーブメントにできるかなと

いうところは非常に関心あるところでございます。 

生物多様性というのは課題感がすごいわかりにくくて、多様であればあるほどいい

っていうことで終わってしまうと、どうしても理解が、例えば新しく生まれてきた方

とか、子供から大人になった人が「これなんだろうね」となりがちです。これを維持

することがどう大切なのかという普及活動は、前の行政計画を見ても言葉がまだ当時

新しくて、事例がなかったので、散漫になっているなという印象もあるものですか

ら、今のこの時期として、「なぜ生物多様性が必要なのか」、という言葉を少し整理し

ていくことも大事なのではないかと思いました。そういったことをする会議体とかセ

クターっていうのは行政の中には、どのような位置づけになるのでしょうか？外部の

ところと合わせてもしあれば教えてください。 

 

（会長） 

お願いします。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

まさにこの場がその場なのだろうというのが私も思っています。庁内で生物多様性

という観点で庁内協議体のようなものは持ってはいません。個々に生物多様性の進行

管理をしながら情報を共有しているというところにとどまっているのは事実です。そ

れとは別に、今年から始まりました環境保護団体との交流・対話を通じて、より希少

種が少なくなっているという現状に、目を向けないといけないだろうというところは



認識してるところです。そういう意味で、そういった協議会との関係性を構築しなが

ら、多様な対話の関係を作っていく必要があるかなと思っております。ただ、一番今

の中で検討すべき内容というのは、この会議体が一番ふさわしいのではないかと思っ

ております。 

 

（委員） 

ありがとうございます。この会議の中でその文言を作っていくっていうのはなかな

か大変な作業だなと思いながら、おそらく必要なのではないかと感じております。原

因が、開発とか外来生物、人間活動、過剰なところと少ないところ、野生生物の管理

のところで、また管理計画をどうするかとか、生物情報を集めるのですけれども、こ

れが見える化していないので、皆さんもどうなっているのかわからない、というのが

大きな課題ですし、そのことが自分たちの伝統的な生活文化と紐付いているかってい

うところも、あんまり解釈するような情報の出し方になっていないところが今回課題

かなというふうに感じています。生物多様性戦略も進んでないところには、やはり予

算が少ないことはあるかと思いますが、外部予算を積極的に引っ張ってくるっていう

方法があるかなと思います。現在、地域情報システム「GIS」が、自治体の様々な政策

ですとか、特に生物多様性分野でも北海道ですとか、いろいろなところで活用が始ま

ろうとしています。拾ってきた情報を地図上に落とし込んで見える化していく適切な

方法・技術はあると思います。希少種を載せられないけれども、でも例えば森林率が

どうだ、どこら辺が森林なのかとか、どこにどんな生き物がどれぐらいいるのかって

プロットは、多分市民調査でも出していけます。各所で集めた情報を総合的に活用す

るために、外部の資金を取ってきてそれを市民の人と市で一緒に回すっていうように

踏み込まないと、今やれていることを生物多様性施策に組み込むだけで、評価指標を

作ってきましたというだけでは、おそらくこれからどんどん変わっていく環境、温暖

化もそうですし、人の居住地も変わりますので、ちょっと追いついていかない側面が

あるのではないかと思います。せっかく多様性戦略を持っているので、持ち腐れにな

らないような運用を積極的に考えるべきだと思います。 

 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

ありがとうございます。まさに環境保護団体の方々と、今どんな環境になってる



か、気象を含め、どういう環境の変化が起きているのかというのを把握したいという

のが環境保護団体の皆様のご意見でもあり、そういった情報を一元化していく、必要

な方が情報を取れるような仕組みが必要じゃないか。最終的には、開発から保護がで

きる制限といいますか、できるだけそれが守られるような開発のあり方っていうのを

考えていく、というところも含めて今まだ全くできてないところになります。こうい

ったものを徐々にやっていくっていうことを今、内部で検討しているところです。ま

だ予算化、制度化ができてるわけではないんですが、この生物多様性地域戦略の見直

しの中で、表には入らないんですけれどもそういった課題があること、それに対し

て、検討をこれから進めていくことに関しては、中に盛り込めるのではないかなと思

ってまして、次回の環境審議会の中で全体像をお出しすることになりますが、そうい

ったものがどう入れられるべきかということについて、次回ご協議いただければと思

います。 

 

（会長） 

いかがでしょうか？お願いします。 

 

（委員） 

5 年前、森林ビジョンのときも話したんで恐縮なんですけれども、地面の下の話で

す。生物多様性なので、どうしても地面より上の動植物に目が行きがちなんですけ

ど、結局、土壌があって成り立っているわけですし、土壌自体も 1センチ作るのに

500 年かかるとか言われていて、生物多様性も長期的なビジョンになりますからやっ

ぱり土壌の状態が 100 年 200 年 1000 年維持されていかないと、生物多様性は維持され

ていかないわけですから、そういった意味で、土壌という部分をもう少しどこかに触

れていただきたいという思いがあります。具体的に土壌どういうふうに評価すればい

いのかとか、私は素人なので知識がないんですけれども、やはり、ほとんどの人が見

えないだけに、ちゃんと触れておいて、土壌の状態がどうとか、どういう機能がある

のかとか、ちゃんと維持されてるのか、そういったところをどこかに取り上げていた

だきたいなというお願いです。 

 

（会長） 



ありがとうございます。お願いします。 

 

（委員） 

今、委員から GIS という言葉が出たことについてですが、環境審議会というのはそ

れなりの専門性の高い集まりですので、この分厚い、印刷された資料を見ながら検討

して、またその報告を作っているわけですけど、私も森林以外のものについては正直

こう見ても、分からないです。まして多くの市民の方にとっては、こういう書類の中

にたくさん文字が並んでる中で松本の環境というものをイメージしていくのは非常に

難しいんじゃないかと思うんです。そういう点を、これから発信の仕方そしてその分

かりやすい話、もちろんベースにはこういうきちんとした議論があって、文字があっ

て、というわけですけども、それをどのように表現していくか。GIS は今世界中で使

われていて、素晴らしいシステムがタダで公開されています。ただ、長野県発とか松

本発のやつはほとんどないんですよね。やはり地域発のそういう表現を作っていくと

いうことは、多くの人が理解していく、専門家同士が横で何やってるかということを

わかりやすくすることになると思いますので、GIS だけではなくても、単に絵でもい

いんですよね。そういう専門の枠を超えて、専門家でもない人あるいは地域の専門家

同士がこの環境というものをもっと理解していく、そういう表現の形っていうのは今

後すごく課題になっていくと思います。今これだけのデータがありますけど、今の AI

はこれを読んで書いてくださいというと、書けないんですよ。AIなんてまだその程度

です。人間ができますので、これはぜひチャレンジしていきたいなと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございます。今回環境審議会でいろいろご意見が承って、役所でまた少

し検討いただけるんですよね。平成 25 年のときは先生に当時副会長をお引き受けいた

だいて、当時専門家でスタートして、少し拡大して議論した。まだ、市レベルでほと

んどをやってるところがない状態でこれを作ってきたということですけども、まだま

だこれから関係を先に長い話ですし、ホットスポット中のホットスポットということ

もありますから、いろいろご議論いただきながら、場合によっては少し集約的にいろ

いろなメンバーを入れて議論をしていただくというのも、一つの形なのかなとお話を

伺っていて思いました。表現の仕方とか見せ方もやはり非常に重要でしょうし、多く

のたちがこういったものをご理解いただけるような時代になりましたので、少し市の



方でもご議論いただいた上で、また次の環境審議会のときにまた今後どうしていくか

も含めてまた議論いただけるといいかなというふうに思いました。他に何かあります

か。はいどうぞ。 

 

（委員） 

今出てない点だけ、次回また示されるということで頭出しだけしておきますと、地

域戦略ができたのが平成 28 年 3月ということでもう 10年前なんですよね。気候変

動、ゼロカーボンに関する計画は何度も見直しを行っていて、この戦略自体は非常に

長いんですけれども、この 10 年それからこの先の 2030 までの間に、世界はどんどん

変わってきているんです。生物多様性のことで言えば 2022 年の昆明・モントリオール

生物多様性枠組というのがあって、そこで大きな枠組みというのがまた再定義された

というのもありますし、今、生物多様性保全に企業が取り組む時代になってきていま

す。TCFD だけではなくて TNFD という形で、生物多様性に関する取り組み状況を公表

しなければいけないというような圧力もありますので、おそらくそうしたその世界の

変化を頭に入れながら 2030 の目標改定に向けて、この見直しをしっかり見据えて、長

期スパンで議論していく。会長がおっしゃるようにできるだけ広い視点を入れながら

今回議論していくということが重要かなと思いました。 

 

（会長） 

ありがとうございます。また引き続きご意見をいただきながらまた進めてまいると

いうことでよろしいですか。市の方には大変ご努力いただいて、いろいろ言っていた

だいてあるいは市民団体ともお話を継続して、いただきますので引き続きよろしくお

願いしたいと思います。はいどうぞ。 

 

（委員） 

モニタリング指標の 8の資源としての利用のところで、疑問に思ったところと提案

なんですけど、前回伝統野菜の保存と継承の部分で残してほしいっていう意見、私が

発言して残してくださったこと大変嬉しく思います。新たな指標と所管課のところが

ちょっと、いいのかなこれで、というところが疑問に思いました。先ほど委員からの

回答で環境・地域エネルギー課長から、指標の数字の置き方が難しいみたいなところ



もあったので、ここって例えばパブリックコメントでいろんな方の意見を募って、伝

統野菜の保存と継承について、これって、目的が生物多様性っていうところなので、

何だろう学校給食の地元の野菜をたくさん食べましょうっていう話と、ちょっとずれ

るっていうか、また別の観点の話なんじゃないかなと思っていて。なのでその学校給

食課の所管も私にはちょっと、はてな、みたいに思っているので、言葉がまとまらな

いんですけど、伝統野菜の保存と継承、多様性についてどう思うかっていうところ

で、指標の置き方と所管課がどこが適切かと、あとその数字の置き方を、皆さんにパ

ブリックコメントとかどうやったらいいでしょうかって、行政の中だけで考えると多

分もうずっと難しいねで終わっちゃうので、どうにかして、地元野菜は地元野菜で残

しつつ、伝統野菜のところのスポットを当てた、多様性の部分で数字の置き方だった

り指標の置き方と所管のところを、もう一度見直してもらえたら嬉しいなって思いま

す。ぜひパブリックコメントをお願いしたいです。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

ありがとうございます。まずこの 8の指標のところですけれども、この指標は資源

としての利用という項目に対する指標になります。ですのであくまで生物多様性の中

で伝統野菜も当然多様性の一部だよね、ということではなく、資源として地域の資源

をどれだけ活用しているかというような指標になります。したがいまして、伝統野菜

だけではこの 8の指標には実はならなくて、これをどう活用しているのか、伝統野菜

をどれだけ作って、どれだけ地元で楽しんでいるのか、どれだけ活用しているのか、

どれだけそういったものが発揮しているかということで初めてこの 8 の指標になると

いうふうに思います。 

ただそういう視点で考えますとやはり、そういう取組みを継続的に行政がフォロー

しているということが前提になってしまうものですから、今回そういうことをまた県

も市もできていない状況にないということで、伝統野菜の耕作面積っていうのを一旦

降ろして、学校給食での使用についてを新たに挙げているということでございます。 

これについて、当然ご意見もあろうかと思いますので、そこに関して私どもとして

は、学校給食の方に入れ替えたいということでございますが、当然この後、成案を作

った上でパブリックコメントの中で、やっぱりこれを外してもらったら困るという意

見が強く出てきた場合については、検討せざるを得ないかなというふうに思っていま

す。ただ、その場合でも誰がそれを把握するのか。毎年、進行管理をしていく中で、



それができるのか、そのようなところも含めて検討していく必要があるという中で、

今回事務局としては学校給食の方がいいのではないかと提案したということです。 

 

（会長） 

ありがとうございました。それでは続きまして、家庭系ごみの排水量に応じた費用

負担制度の検討専門部会の検討状況について事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

家庭系ごみの排水量に応じた費用負担制度の検討専門部会の検討状況について 

 

（会長） 

ありがとうございますちょっと時間も押してますので、もしあればご意見いただい

て思いますけれども、いかがでしょうか？また特別専門部会にフィードバックされま

すけども。いかがでしょうか？まだ始まったばかりでして、ちょっと洗い出して、資

料を揃えていただければという形ですが。お願いします。 

 

（委員） 

既にやられている関係とされてるかかもしれないなと思いつつですけれども、「ごみ

処理における全体像」というスライドの、他の自治体、県内と、あとほかの全国の自

治体、中核市との比較というところを拝見していると、ほとんど正直、家庭系ごみと

いうのは、どの自治体さんもそこまで大差ないのかなという印象を受けまして、もち

ろん大なり小なりはあるんですけども、それよりもやっぱり目立つのは事業系ごみ、

が少ない自治体が非常に少ないなというところがあるなと思いまして。 

もちろん事業系ごみですのでその自治体内における産業がどのようなものがあるか

っていうのは非常に起因してくるかなと思うんですが、今回のその家庭系ごみの有料

化制度、費用負担制度とはまたちょっと別になりますが、既に事業系ごみ、いろいろ

取り組みをされてると思います。ただやっぱり他の自治体さんで非常に少ないとこ

ろ、どういった政策をされているかですとかそういった自治体における組成調査を少

し参考にしながら、もし他の自治体で過去に非常に多かったけれども、減っていっ

た、減量に成功したような自治体があるのであれば、参考になるのではないかな、と



思ってこのグラフを見ていましたので、もしかしたらもう既に他の自治体の施策と比

較検討するとかされてるかもしれませんが、一応そこにも少し今後、鍵があるのでは

ないかなと思ったのでちょっとお伝えをさせていきます。以上です。 

 

（会長） 

お願いします。 

 

（林課長） 

環境業務課長の林です。ただいまいただきましたご意見等今後の参考にはさせてい

ただきたいと思いますが、やはり松本市の事業系のごみが多いというのは、見ていた

だいても、かなり特徴的な部分かなと思います。おっしゃっていただいてきましたと

おり、産業構造は大きな要因ではあって、また一方ですね、この専門部会の方でもご

意見いただいておりますが、事業系の中に集合住宅のごみ、本来家庭系に含まれるべ

き集合住宅のごみも一部含まれてるというようなことで、その辺り集合住宅のごみが

実はどれくらい家庭系の方に入ってくるんだっていうことは、専門部会の回答の方で

もさせていただいていますとおり、今後も改めて示していきたいなというように思い

ます。また他都市の事業系に対する対策とか状況といったものも改めて調べさせてい

ただきながら、参考にできるようにしていく、そんな形でまいりたいというように思

います。 

 

（会長） 

はい、その他いかがでしょうか？はい、委員。 

 

（委員） 

松本市が多いですよね。県内の市と比較しても、長野県は環境意識が高い県民の方

が多いというふうに、かつて県の方から伺ってますけれども。ちょっとやっぱり東御

市が一番少ないですけど、比べてこの数値の差があるってことは何かやりようがある

んだろうっていうところなのですが、啓発活動、ごみの有料化は、もう有料化したら

感情的に「なんで上がっちゃった」とみんな思うと思うので、施策の理由をわかりや



すいように伝えていくのは非常に重要な政策の一つなのかなと思います。 

私個人的にはアルプちゃんは人気があるので、属人化したキャラクターに「埋め立

てるところはないんですよ」、「ここに埋めたててますよ」、「もっとごみ減らさないと

みんな困りますよね」、とか代弁してもらうと感情抑制につながると思います。あと日

本はやっぱり、火力で焼いちゃうことが多いので、他のごみの処理の仕方もあるとい

うことを、皆さん情報取得する方法がいろいろなんですけれども、松本市役所で取り

組む YouTube など敷居を低くした形で多くの方に繋がるツールを模索するのもありか

なと思います。以上です。 

 

（会長） 

では参考にさせていただいて。よろしいでしょうか？そうしましたら「脱炭素先行

地域に係る指定の辞退について」ということで、お願いします。 

 

脱炭素先行地域に係る指定の辞退について 

 

（会長） 

はいありがとうございました。委員。 

 

（委員） 

乗鞍地域住民説明会を開催されたということですが、地域の皆様どんなご意見をお

持ちなんでしょうか。もし何かありましたら、ご教授ください。 

 

（会長） 

お願いします。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 



ちょうど説明会を 9月 1日に開催をいたしました。21 名ほど参加していただきまし

て、当然役員の方にはこういった経過まで含めて、説明をしていたんですが、地域全

体としては初めての説明となりました。ただ中では、やっぱりこういうことは降りる

べきじゃないんじゃないかとか、そういう話は出なかったです。今後どうなるんです

かっていうような話がメインございました。乗鞍が脱炭素先行地域に採択される以前

に自分たちのビジョンを作っていてですね、ビジョンの中に、地域の脱炭素を進めて

いくんだっていう方針が当然ありましたので、それについて、先行地域はではなくな

ったけれどもどう実現していくのかということを一緒に考えていきましょうというよ

うな話をしました。やはりこのいただいた補助金どうなるの問題というのはどうして

もあるものですから、そこがネックになりますが、そこがすぐに解決する問題ではな

い、ということになります。ですので、まずは、補助金の話はちょっと環境省との協

議がありますので随時継続するんですけれども、それはそれとして地域としてどう脱

炭素進めるのかということをベースに進めていくと、議論をしていくという形になる

というふうに考えております。 

 

（委員） 

ありがとうございます。この報告書の中に地域の子育て世代とか、将来に向けて明

るく変えていきたいという気持ちが書かれてありますので、そういうところは維持で

きたらいいなというふうに感じているのでご質問させていただきました。最後の国庫

補助金の取り扱いについてはということなんですけど、お金の周りについて返さなき

ゃいけないとかそういうこともあるんですか。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

そういう記載が要綱にあるものですから、じゃあどういうことになるのかというこ

とを今協議している状況でございます。 

 

（委員） 

やはり環境省も、全国で 2番目の中に採択されたんですよね、乗鞍。違いましたっ

け。 



 

（環境・地域エネルギー課長） 

最初です。 

 

（委員） 

最初、そうですよね。環境省はこれはすごく利用したと思いますよ。だから私はそ

んなこと許さないですよ。個人的な意見ですけどね。それは酷いですよ。一番最初に

採択された場所に対して返せって言ってきたら、わからないけれど、それはねちょっ

とひどいと思いますよね。言葉が出ないですよ。すごく苦労されたと思います、皆さ

ん。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

はい、地元もそうですし、私どももそうです。ていうことはそっちがいいかなとい

うふうには思いますが、そうは言ってもこれから財務省協議をするという話もござい

ます。ですので、どういうふうに出てくるのかっていうのはまだわからないです。た

だ、私どもとしてはこれ地元に使っていただいてる部分が今のところ大半です。基本

的に間接補助ですので、松本市が基本的には返せと言われれば、松本市に返すという

形になります。地元に交付しているものについては、市が返せという立場になるとい

うことになります。そういう意味で、松本市がどういう対応するのかと、別途考えて

いかなきゃいけないというふうに思っています。その上でも、やはり環境省等をどう

いうふうに話し合いを進めるのか。環境省としても、エラーの部分をどう評価するの

かっていうところも出てくるかと思いますので、そこら辺も含めて協議をしていくと

いう形になろうと思います。 

 

（委員） 

やっぱりこういう取組みについてはすごく都心部中心の考え方がすごく私は大きい

なと思ってて、地方のことをよく理解してない方たちが、いろいろ過剰な期待はして

るんですよね、地方に。それに対してそこをちゃんとできなかったということで、私

はこういう弱い立場なんで好き勝手なこと言わせてもらいますけども、環境省が反省



するべきであって、地方はすごく頑張ったと思いますよ。なので強気っていう言い方

はすごく抽象的ですけども、全然負い目を感じることは全くないと思います。むしろ

他の地方の方たちにとっても、これはすごく良い参考になると思いますし、エラーの

方を無視したり、低評価に繋げたりするのは、これからの将来に向けてすごく良くな

いことだし、今の若い人たちはそういうの大嫌いですよ。成功したものだけを残すと

かっていうのはあんまり意味ないことなので、自信を持って取り組んでいただけたら

嬉しいなと思います。地域の方たちもすごくやっぱり残念な気持ちがあるんじゃない

かなと思って。しかも地域の中っていうのはすごく小さな集団ですよね、松本市の取

り組みであっても、地域の中っていうのは人口的にも少ないし、すごく将来に向けて

不安を感じてる中で新しいことに挑戦されていったと思うので、その環境支援を管理

して今まで維持してきたのは私達なんだ。ていう気持ちで取り組んでいただけたらな

と思いました。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます、本当に市の皆様お疲れ様でございました。いろいろ

ご苦労もあると思いますけれども最後協議が残っていますので、慎重に進めていただ

ければと思います。 

 

（委員） 

今の脱炭素先行地域の件に関して、最後ちょっと手短に、今委員のご発言を聞い

て、地域としてどういうふうに受け止めるかですとか、今まで松本市さんが非常に尽

力されてきたという部分は見ておりまして、私個人としてもこの国庫補助金の返金と

いうのは、受け止められないといいますか、というのがおそらく市側としても、地元

側としても、総意ではないかというふうに感じております。その上で、ご参考までに

今お伺いをしていって、環境省にどういう説明をするかというロジックの面でちょっ

と浮かんだことがありましたのでお伝えさせていただけたらと思ったんです。 

一つ目は本当先ほど委員がおっしゃった、正直環境問題っていう正解がやはり見え

づらいところがあると思います。それはそのときの最新の科学ですとか、技術ですと

か、あの状況次第で誰もこれが正解って言えるものばかりではもちろんないと思うん

ですね。それこそゼロカーボンと生物多様性と森林の関係ですとか、どういう対策、

どういう取り組みが一番その時にベストかって、誰も、将来的に長い目で見たときに



これが正解ですって言えるものはないと思ってまして。そういった中で、限られた補

助金という期間の中で最大限の成果を出す出そうという試みを全国で後押ししてい

く、そういった補助金だったと思っておりまして、その中で手を挙げて、限られた期

間の中で頑張ったけれども、うまく見える成果まで繋げられなかった自治体に対して

どういう評価を下すのか、それは本当に環境省の方もそういった自治体増やしていき

たいって思った際の、ある意味良い事例といいますか、その後の裁判でいう判例に当

たるものになってしまうかなと思いますので、そこの点を環境省としてもぜひ考えて

評価をしてほしいなと思ったところです。 

 

（会長） 

事務局からは特にないですか。それではこれで、時間超過して誠に申し訳ありませ

んでした。これで本日の議事を終わりたいと思います。それでは事務局に進行をお返

しいたします。 

 

（環境・地域エネルギー課長） 

はい。長時間にわたりまして、ご意見ありがとうございました。以上をもちまし

て、令和 7年度第 3 回松本市環境審議会を閉会させていただきます。次回は 12 月中旬

を予定しております。また通知差し上げますので、よろしくお願いいたします。お疲

れ様でございました。ありがとうございました。 


